
６第５号議案  

 

教育職員免許法並びに教育職員免許法施行法施行細則の一部改正に 

ついて 

このことについて、教育職員免許法並びに教育職員免許法施行法施行細則を一部

改正したいので、別添案を添えて請議します。 

令和６年３月 26 日提出 

 

教育長 飯 田  靖   

 

説 明 

この案を提出するのは、教育職員免許法施行規則(昭和 29 年文部省令第 26 号)の

一部改正等に伴い、関係規定の所要の改正を行う必要があるからである。 

 

  

  

 



「教育職員免許法並びに教育職員免許法施行法施行細則」 

の一部を改正する規則の概要 

１ 改正の概要・理由 

普通免許状取得に必要な科目の単位の修得方法は、教育職員免許法施行規則

(昭和 29 年文部省令第 26 号)に規定されているが、その一部は、都道府県の教育

委員会規則で定めている。 

先般、教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令（以下「改正省令」とい

う。）が公布され、令和６年４月１日から改正されることに伴い、「教育職員免許

法並びに教育職員免許法施行法施行細則（昭和 30 年愛知県教育委員会規則第１

号）」についても、所要の改正を行うもの等 

【改正省令】 

 ① 令和４年文部科学省令第 24 号（令和４年７月 28 日公布、令和６年４月１日施行） 

 ② 令和５年文部科学省令第 31 号（令和５年９月 27 日公布、令和６年４月１日施行） 

２ 改正の内容 

⑴ 特別支援学校教諭免許状の取得に必要となる科目の内容の改正 

特別支援教育を担う教師の専門性の向上を図るため、「心身に障害のある幼

児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目」に、自立活動に関する

内容を含めるもの（知的障害者に関する教育には、そのカリキュラム・マネジ

メントも含む。） 

 
 
 
 
 
 ⑵ 中学校教諭又は高等学校教諭の普通免許状の取得に必要となる「教科に関す 

る専門的事項に関する科目」の見直し 

教科専門の科目区分が多い教科（中学校「理科、技術、家庭」及び高等学校

「理科、家庭、情報」）について、統合、削除又は整理を行うもの 

 
 
 
 
 
 
 
 
⑶ 様式第 15 

   臨時免許状の様式に記載の字句の修正 

３ 施行期日 

令和６年４月１日（ただし、２ ⑶は公布の日） 

国の規則において、経過措置が定められており、施行日の前日までに修得した

改正前の単位は、施行日後においても有効なものとして認められる。 

【中学校（技術）の例】

現行 改正後

①木材加工（製図及び実習を含む。）

②金属加工（製図及び実習を含む。）

③機械（実習を含む。）

④電気（実習を含む。）

⑤栽培（実習を含む。） ③生物育成

⑥情報とコンピュータ（実習を含む。） ④情報とコンピュータ

①材料加工（実習を含む。）

②機械・電気（実習を含む。）

【改正のイメージ】

知的障害者 ①自立活動に関する内容、②カリキュラム・マネジメント

障害の種類 追加内容

視覚障害者、聴覚障害者、
肢体不自由者、病弱者

①自立活動に関する内容
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 教 育 職 員 免 許 法 並 び に 教 育 職 員 免 許 法 施 行 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。 

  令 和 六 年  月  日  

愛 知 県 教 育 委 員 会 教 育 長  飯  田    靖    

愛 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第  号  

   教 育 職 員 免 許 法 並 び に 教 育 職 員 免 許 法 施 行 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 教 育 職 員 免 許 法 並 び に 教 育 職 員 免 許 法 施 行 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 年 愛 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第 一

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 十 条 の 二 イ の 表 備 考 第 一 号 中 「 」 及 び 」 を 「 」 （ 以 下 「 心 理 等 に 関 す る 科 目 」 と い う 。 ） 及 び 」

に 、 「 」 を 」 を 「 」 （ 自 立 活 動 に 関 す る 内 容 及 び 知 的 障 害 者 に 関 す る 教 育 の 領 域 に あ つ て は そ の カ

リ キ ュ ラ ム ・ マ ネ ジ メ ン ト を 含 む 。 以 下 「 教 育 課 程 等 に 関 す る 科 目 」 と い う 。 ） を 」 に 改 め 、 同 表

備 考 第 二 号 中 「 す べ て 」 を 「 全 て 」 に 、 「 科 目 を 」 を 「 科 目 （ そ の 領 域 ご と に 当 該 領 域 に 関 す る 心

理 等 に 関 す る 科 目 及 び 教 育 課 程 等 に 関 す る 科 目 を 含 む 。 ） を 」 に 改 め 、 同 条 ロ の 表 備 考 第 二 号 中 「 「 心

身 に 障 害 の あ る 幼 児 、 児 童 又 は 生 徒 の 心 理 、 生 理 及 び 病 理 に 関 す る 科 目 」 及 び 「 心 身 に 障 害 の あ

る 幼 児 、 児 童 又 は 生 徒 の 教 育 課 程 及 び 指 導 法 に 関 す る 科 目 」 」 を 「 心 理 等 に 関 す る 科 目 及 び 教 育 課

程 等 に 関 す る 科 目 」 に 改 め 、 同 表 備 考 第 三 号 中 「 す べ て 」 を 「 全 て 」 に 、 「 科 目 を 」 を 「 科 目 （ そ

の 領 域 ご と に 当 該 領 域 に 関 す る 心 理 等 に 関 す る 科 目 及 び 教 育 課 程 等 に 関 す る 科 目 を 含 む 。 ） を 」 に

改 め る 。  

第 十 条 の 三 ホ の 表 備 考 第 二 号 中 「 で あ つ て 在 職 年 数 が 一 年 の と き は 物 理 学 実 験 （ コ ン ピ ュ ー タ

活 用 を 含 む 。 ） 、 化 学 実 験 （ コ ン ピ ュ ー タ 活 用 を 含 む 。 ） 、 生 物 学 実 験 （ コ ン ピ ュ ー タ 活 用 を 含 む 。 ）

及 び 地 学 実 験 （ コ ン ピ ュ ー タ 活 用 を 含 む 。 ） （ 以 下 「 物 理 学 実 験 等 」 と い う 。 ） の う ち 三 科 目 に つ い

て そ れ ぞ れ 一 単 位 を 、 在 職 年 数 が 二 年 の と き は 物 理 学 実 験 等 の う ち 二 科 目 に つ い て そ れ ぞ れ 一 単

位 」 を 「 に あ つ て は 物 理 学 実 験 ・ 化 学 実 験 ・ 生 物 学 実 験 ・ 地 学 実 験 に つ い て 一 単 位 以 上 」 に 、 「 木

材 加 工 （ 製 図 及 び 実 習 を 含 む 。 ） 、 金 属 加 工 （ 製 図 及 び 実 習 を 含 む 。 ） 及 び 栽 培 （ 実 習 を 含 む 。 ） （ 以

下 「 木 材 加 工 等 」 と い う 。 ） に つ い て そ れ ぞ れ 一 単 位 」 を 「 材 料 加 工 （ 実 習 を 含 む 。 ） 及 び 生 物 育

成 （ 以 下 「 材 料 加 工 等 」 と い う 。 ） に つ い て そ れ ぞ れ 一 単 位 以 上 」 に 、 「 木 材 加 工 等 の う ち 二 科 目 」

を 「 材 料 加 工 等 」 に 改 め 、 同 条 へ の 表 備 考 第 二 号 中 「 で あ つ て 在 職 年 数 が 一 年 の と き は 同 号 に 掲

げ る 情 報 」 を 「 に あ つ て は 同 号 に 掲 げ る 情 報 」 に 、 「 情 報 社 会 ・ 情 報 倫 理 及 び コ ン ピ ュ ー タ ・ 情 報

処 理 （ 実 習 を 含 む 。 ） 」 を 「 情 報 社 会 （ 職 業 に 関 す る 内 容 を 含 む 。 ） ・ 情 報 倫 理 及 び コ ン ピ ュ ー タ ・

情 報 処 理 」 に 改 め 、 「 、 在 職 年 数 が 二 年 の と き は 当 該 科 目 に つ い て そ れ ぞ れ 一 単 位 を 」 及 び 「 、 家

庭 の 教 科 に つ い て の 免 許 状 の 授 与 を 受 け る 場 合 に あ つ て は 住 居 学 （ 製 図 を 含 む 。 ） 、 保 育 学 （ 実 習

及 び 家 庭 看 護 を 含 む 。 ） 及 び 家 庭 電 気 ・ 家 庭 機 械 ・ 情 報 処 理 に つ い て そ れ ぞ れ 一 単 位 以 上 を 」 を 削

る 。  

様 式 第 十 五 中 「 の 教 科 」 を 「 の 教 科 ・ 領 域 」 に 改 め る 。  

   附  則  
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 こ の 規 則 は 、 令 和 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 様 式 第 十 五 の 改 正 規 定 は 、 公 布 の 日 か

ら 施 行 す る 。  
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教
育
職
員
免
許
法
並
び
に
教
育
職
員
免
許
法
施
行
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
新
旧
対
照
表 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

新 
第
十
条
の
二 

免
許
法
施
行
規
則
第
十
八
条
に
規
定
す
る
単
位
の
修
得
方
法
は
、
次
の

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
ご
と
に
、
イ
の
表
の
第
一
欄
及
び
第
二
欄
並
び
に

ロ
の
表
の
第
一
欄
か
ら
第
三
欄
ま
で
に
掲
げ
る
単
位
を
含
め
て
そ
れ
ぞ
れ
イ
の
表
の

第
三
欄
及
び
ロ
の
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
単
位
を
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。 

イ 

特
別
支
援
学
校
教
諭
の
一
種
免
許
状
を
取
得
す
る
場
合 

第
一
欄 

第
二
欄 

第
三
欄 

特
別
支
援
教
育
領
域
に
関
す
る
科
目 

免
許
状
に
定
め
ら

れ
る
こ
と
と
な
る

特
別
支
援
教
育
領

域
以
外
の
領
域
に

関
す
る
科
目 

最
低
修
得
単
位
数 

 

視
覚
障
害
者
又
は
聴
覚

障
害
者
に
関
す
る
教
育

の
領
域
を
定
め
る
免
許

状
を
取
得
す
る
場
合 

知
的
障
害
者
、
肢

体
不
自
由
者
又
は

病
弱
者
（
身
体
虚

弱
者
を
含
む
。
）
に

関
す
る
教
育
の
領

域
を
定
め
る
免
許

状
を
取
得
す
る
場

合 

 

略 

備
考 一 

第
一
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
は
、
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状
に
定
め

ら
れ
る
こ
と
と
な
る
特
別
支
援
教
育
領
域
ご
と
に
定
め
ら
れ
た
単
位
数
を
修
得
す

る
も
の
と
し
、
そ
の
領
域
ご
と
に
当
該
領
域
に
関
す
る
「
心
身
に
障
害
の
あ
る
幼
児
、

児
童
又
は
生
徒
の
心
理
、
生
理
及
び
病
理
に
関
す
る
科
目
」
（
以
下
「
心
理
等
に
関

す
る
科
目
」
と
い
う
。
）
及
び
「
心
身
に
障
害
の
あ
る
幼
児
、
児
童
又
は
生
徒
の
教

育
課
程
及
び
指
導
法
に
関
す
る
科
目
」
（
自
立
活
動
に
関
す
る
内
容
及
び
知
的
障
害

者
に
関
す
る
教
育
の
領
域
に
あ
つ
て
は
そ
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
含

む
。
以
下
「
教
育
課
程
等
に
関
す
る
科
目
」
と
い
う
。
）
を
含
む
も
の
と
す
る
。 

二 

第
二
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
は
、
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状
に
定
め

ら
れ
る
こ
と
と
な
る
特
別
支
援
教
育
領
域
以
外
の
全
て
の
領
域
に
関
す
る
科
目
（
そ

の
領
域
ご
と
に
当
該
領
域
に
関
す
る
心
理
等
に
関
す
る
科
目
及
び
教
育
課
程
等
に

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

旧 

第
十
条
の
二 

同
上 

   

イ 

同
上 

第
一
欄 

第
二
欄 

第
三
欄 

特
別
支
援
教
育
領
域
に
関
す
る
科
目 

免
許
状
に
定
め
ら

れ
る
こ
と
と
な
る

特
別
支
援
教
育
領

域
以
外
の
領
域
に

関
す
る
科
目 

最
低
修
得
単
位
数 

 

視
覚
障
害
者
又
は
聴
覚

障
害
者
に
関
す
る
教
育

の
領
域
を
定
め
る
免
許

状
を
取
得
す
る
場
合 

知
的
障
害
者
、
肢

体
不
自
由
者
又
は

病
弱
者
（
身
体
虚

弱
者
を
含
む
。
）
に

関
す
る
教
育
の
領

域
を
定
め
る
免
許

状
を
取
得
す
る
場

合 

 

略 

備
考 一 

第
一
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
は
、
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状
に
定
め

ら
れ
る
こ
と
と
な
る
特
別
支
援
教
育
領
域
ご
と
に
定
め
ら
れ
た
単
位
数
を
修
得
す

る
も
の
と
し
、
そ
の
領
域
ご
と
に
当
該
領
域
に
関
す
る
「
心
身
に
障
害
の
あ
る
幼
児
、

児
童
又
は
生
徒
の
心
理
、
生
理
及
び
病
理
に
関
す
る
科
目
」
及
び
「
心
身
に
障
害
の

あ
る
幼
児
、
児
童
又
は
生
徒
の
教
育
課
程
及
び
指
導
法
に
関
す
る
科
目
」
を
含
む
も

の
と
す
る
。 

  

二 

第
二
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
は
、
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状
に
定
め

ら
れ
る
こ
と
と
な
る
特
別
支
援
教
育
領
域
以
外
の
す
べ
て
の
領
域
に
関
す
る
科
目

を
含
む
も
の
と
す
る
。 
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関
す
る
科
目
を
含
む
。）
を
含
む
も
の
と
す
る
。 

 
 

ロ 

特
別
支
援
学
校
教
諭
の
二
種
免
許
状
を
取
得
す
る
場
合 

第
一
欄 

第
二
欄 

第
三
欄 

第
四
欄 

 

特
別
支
援
教
育

の
基
礎
理
論
に

関
す
る
科
目 

特
別
支
援
教
育
領
域
に
関
す
る

科
目 

免
許
状
に
定
め

ら
れ
る
こ
と
と

な
る
特
別
支
援

教
育
領
域
以
外

の
領
域
に
関
す

る
科
目 

最
低
修
得
単
位

数 

 

 
視
覚
障
害
者
又

は
聴
覚
障
害
者

に
関
す
る
教
育

の
領
域
を
定
め

る
免
許
状
を
取

得
す
る
場
合 

知
的
障
害
者
、

肢
体
不
自
由
者

又

は

病

弱

者

（
身
体
虚
弱
者

を
含
む
。
）
に
関

す
る
教
育
の
領

域
を
定
め
る
免

許
状
を
取
得
す

る
場
合 

  

略 
 

 
 

 

 

備
考 一 

略 

二 

第
二
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
は
、
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状
に
定
め

ら
れ
る
こ
と
と
な
る
特
別
支
援
教
育
領
域
ご
と
に
定
め
ら
れ
た
単
位
数
を
修
得
す

る
も
の
と
し
、
そ
の
領
域
ご
と
に
当
該
領
域
に
関
す
る
心
理
等
に
関
す
る
科
目
及
び

教
育
課
程
等
に
関
す
る
科
目
を
含
む
も
の
と
す
る
。 

  

三 

第
三
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
は
、
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状
に
定
め

ら
れ
る
こ
と
と
な
る
特
別
支
援
教
育
領
域
以
外
の
全
て
の
領
域
に
関
す
る
科
目
（
そ

の
領
域
ご
と
に
当
該
領
域
に
関
す
る
心
理
等
に
関
す
る
科
目
及
び
教
育
課
程
等
に

関
す
る
科
目
を
含
む
。）
を
含
む
も
の
と
す
る
。 

 

第
十
条
の
三 

免
許
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
五
に
規
定
す
る
単
位
の
修
得
方
法
は
、

次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
ご
と
に
、
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
表
の
第
一

欄
に
掲
げ
る
在
職
年
数
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
を
含
め

  

ロ 

同
上 

第
一
欄 

第
二
欄 

第
三
欄 

第
四
欄 

 

特
別
支
援
教
育

の
基
礎
理
論
に

関
す
る
科
目 

特
別
支
援
教
育
領
域
に
関
す
る

科
目 

免
許
状
に
定
め

ら
れ
る
こ
と
と

な
る
特
別
支
援

教
育
領
域
以
外

の
領
域
に
関
す

る
科
目 

最
低
修
得
単
位

数 

 

 

視
覚
障
害
者
又

は
聴
覚
障
害
者

に
関
す
る
教
育

の
領
域
を
定
め

る
免
許
状
を
取

得
す
る
場
合 

知
的
障
害
者
、

肢
体
不
自
由
者

又

は

病

弱

者

（
身
体
虚
弱
者

を
含
む
。
）
に
関

す
る
教
育
の
領

域
を
定
め
る
免

許
状
を
取
得
す

る
場
合 

  

略 
 

 
 

 

 

備
考 一 

略 

二 

第
二
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
は
、
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状
に
定
め

ら
れ
る
こ
と
と
な
る
特
別
支
援
教
育
領
域
ご
と
に
定
め
ら
れ
た
単
位
数
を
修
得
す

る
も
の
と
し
、
そ
の
領
域
ご
と
に
当
該
領
域
に
関
す
る
「
心
身
に
障
害
の
あ
る
幼
児
、

児
童
又
は
生
徒
の
心
理
、
生
理
及
び
病
理
に
関
す
る
科
目
」
及
び
「
心
身
に
障
害
の

あ
る
幼
児
、
児
童
又
は
生
徒
の
教
育
課
程
及
び
指
導
法
に
関
す
る
科
目
」
を
含
む
も

の
と
す
る
。 

三 

第
三
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
は
、
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状
に
定
め

ら
れ
る
こ
と
と
な
る
特
別
支
援
教
育
領
域
以
外
の
す
べ
て
の
領
域
に
関
す
る
科
目

を
含
む
も
の
と
す
る
。 

  

第
十
条
の
三 

同
上 
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 て
第
三
欄
に
掲
げ
る
単
位
を
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
イ
～
ニ 

略 
 

 

ホ 
高
等
学
校
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
が
、
中
学
校
教
諭
の
二
種
免
許
状

を
取
得
す
る
場
合 

第
一
欄 

第
二
欄 

第
三
欄 

 

在
職
年
数 

各

教

科

の

指

導

法

に

関

す

る

科

目 

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等

の
指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、
教
育

相
談
等
に
関
す
る
科
目 

大

学

が

独

自

に

設

定

す

る

科

目 

最

低

修

得

単

位
数 

道

徳

の

理

論

及

び

指

導

法 

生

徒

指

導

の

理

論

及

び

方

法 

教

育

相

談

（

カ

ウ

ン

セ

リ

ン

グ

に

関

す

る

基

礎

的

な

知

識

を

含

む
。
）

の

理

論

及

び

方

法 

進

路

指

導

及

び

キ

ャ

リ

ア

教

育

の

理

論

及

び

方

法 

 

 

略 
 

 
 

 
 

備
考 一 

略 

二 

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
国
語
の
教
科
に
つ
い
て

の
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
書
道
（
書
写
を
中
心
と
す
る
。
）
に

つ
い
て
一
単
位
以
上
を
、
地
理
歴
史
の
教
科
に
つ
い
て
の
免
許
状
を
有
す
る
者
が
社

会
の
教
科
に
つ
い
て
の
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
で
あ
つ
て
在
職
年
数
が
一

  

イ
～
ニ 

略 
 

 

ホ 

同
上 

 

第
一
欄 

第
二
欄 

第
三
欄 

 

在
職
年
数 

各

教

科

の

指

導

法

に

関

す

る

科

目 

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等

の
指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、
教
育

相
談
等
に
関
す
る
科
目 

大

学

が

独

自

に

設

定

す

る

科

目 

最

低

修

得

単

位
数 

道

徳

の

理

論

及

び

指

導

法 

生

徒

指

導

の

理

論

及

び

方

法 

教

育

相

談

（

カ

ウ

ン

セ

リ

ン

グ

に

関

す

る

基

礎

的

な

知

識

を

含

む
。
）

の

理

論

及

び

方

法 

進

路

指

導

及

び

キ

ャ

リ

ア

教

育

の

理

論

及

び

方

法 

 

 
略 

 
 

 
 

 
備
考 一 

略 

二 
大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
国
語
の
教
科
に
つ
い
て

の
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
書
道
（
書
写
を
中
心
と
す
る
。
）
に

つ
い
て
一
単
位
以
上
を
、
地
理
歴
史
の
教
科
に
つ
い
て
の
免
許
状
を
有
す
る
者
が
社

会
の
教
科
に
つ
い
て
の
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
で
あ
つ
て
在
職
年
数
が
一

6



 

年
の
と
き
は
「
法
律
学
、
政
治
学
」
、「
社
会
学
、
経
済
学
」
及
び
「
哲
学
、
倫
理
学
、

宗
教
学
」（
以
下
「
法
律
学
等
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
を
、
在
職

年
数
が
二
年
の
と
き
は
法
律
学
等
の
う
ち
二
科
目
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
を
、

公
民
の
教
科
に
つ
い
て
の
免
許
状
を
有
す
る
者
が
社
会
の
教
科
に
つ
い
て
の
免
許

状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
で
あ
つ
て
在
職
年
数
が
一
年
の
と
き
は
日
本
史
・
外
国
史

及
び
地
理
学
（
地
誌
を
含
む
。
）
（
以
下
「
日
本
史
・
外
国
史
等
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
以
上
を
、
在
職
年
数
が
二
年
の
と
き
は
日
本
史
・
外
国
史
等

に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
を
、
理
科
の
教
科
に
つ
い
て
の
免
許
状
の
授
与
を
受
け

る
場
合
に
あ
つ
て
は
物
理
学
実
験
・
化
学
実
験
・
生
物
学
実
験
・
地
学
実
験
に
つ
い

て
一
単
位
以
上
を
、
美
術
の
教
科
に
つ
い
て
の
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
に
あ

つ
て
は
工
芸
に
つ
い
て
一
単
位
以
上
を
、
技
術
の
教
科
に
つ
い
て
の
免
許
状
の
授
与

を
受
け
る
場
合
で
あ
つ
て
在
職
年
数
が
一
年
の
と
き
は
材
料
加
工
（
実
習
を
含
む
。
）

及
び
生
物
育
成
（
以
下
「
材
料
加
工
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位

以
上
を
、
在
職
年
数
が
二
年
の
と
き
は
材
料
加
工
等
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
を

修
得
す
る
も
の
と
す
る
。 

      
 

ヘ 

中
学
校
教
諭
の
普
通
免
許
状
（
二
種
免
許
状
を
除
く
。
）
を
有
す
る
者
が
、
高
等

学
校
教
諭
の
一
種
免
許
状
を
取
得
す
る
場
合 

第
一
欄 

第
二
欄 

第
三
欄 

 
 

 
        

在
職
年
数 

      

各
教
科
の

指
導
法
に

関
す
る
科

目 

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の

時
間
等
の
指
導
法
及
び
生

徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に

関
す
る
科
目 

      

大
学
が
独
自

に
設
定
す
る

科
目 

       

最
低
修
得
単
位

数 

 
    

生
徒
指

導
の
理

教
育
相

談
（
カ

ウ
ン
セ

リ
ン
グ

に
関
す   

進
路
指

導
及
び

キ
ャ
リ

年
の
と
き
は
「
法
律
学
、
政
治
学
」
、「
社
会
学
、
経
済
学
」
及
び
「
哲
学
、
倫
理
学
、

宗
教
学
」（
以
下
「
法
律
学
等
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
を
、
在
職

年
数
が
二
年
の
と
き
は
法
律
学
等
の
う
ち
二
科
目
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
を
、

公
民
の
教
科
に
つ
い
て
の
免
許
状
を
有
す
る
者
が
社
会
の
教
科
に
つ
い
て
の
免
許

状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
で
あ
つ
て
在
職
年
数
が
一
年
の
と
き
は
日
本
史
・
外
国
史

及
び
地
理
学
（
地
誌
を
含
む
。
）
（
以
下
「
日
本
史
・
外
国
史
等
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
以
上
を
、
在
職
年
数
が
二
年
の
と
き
は
日
本
史
・
外
国
史
等

に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
を
、
理
科
の
教
科
に
つ
い
て
の
免
許
状
の
授
与
を
受
け

る
場
合
で
あ
つ
て
在
職
年
数
が
一
年
の
と
き
は
物
理
学
実
験
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
活
用

を
含
む
。
）
、
化
学
実
験
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
活
用
を
含
む
。
）
、
生
物
学
実
験
（
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
活
用
を
含
む
。
）
及
び
地
学
実
験
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
活
用
を
含
む
。
）
（
以
下

「
物
理
学
実
験
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
三
科
目
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
を
、

在
職
年
数
が
二
年
の
と
き
は
物
理
学
実
験
等
の
う
ち
二
科
目
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ

一
単
位
を
、
美
術
の
教
科
に
つ
い
て
の
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は

工
芸
に
つ
い
て
一
単
位
以
上
を
、
技
術
の
教
科
に
つ
い
て
の
免
許
状
の
授
与
を
受
け

る
場
合
で
あ
つ
て
在
職
年
数
が
一
年
の
と
き
は
木
材
加
工
（
製
図
及
び
実
習
を
含

む
。
）
、
金
属
加
工
（
製
図
及
び
実
習
を
含
む
。
）
及
び
栽
培
（
実
習
を
含
む
。
）
（
以

下
「
木
材
加
工
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
を
、
在
職
年
数
が
二

年
の
と
き
は
木
材
加
工
等
の
う
ち
二
科
目
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
を
修
得
す

る
も
の
と
す
る
。 

 
 

ヘ 

同
上 

 

第
一
欄 

第
二
欄 

第
三
欄 

 
 

 
        

在
職
年
数 

      

各
教
科
の

指
導
法
に

関
す
る
科

目 

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の

時
間
等
の
指
導
法
及
び
生

徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に

関
す
る
科
目 

      

大
学
が
独
自

に
設
定
す
る

科
目 

       

最
低
修
得
単
位

数 

 
    

生
徒
指

導
の
理

教
育
相

談
（
カ

ウ
ン
セ

リ
ン
グ

に
関
す   

進
路
指

導
及
び

キ
ャ
リ
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論
及
び

方
法 

る
基
礎

的
な
知

識
を
含

む
。
）
の

理
論
及

び
方
法 

ア
教
育

の
理
論

及
び
方

法 

略 
 

 
 

 

備
考 一 

略 

二 

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
地
理
歴
史
の
教
科
に
つ

い
て
の
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
免
許
法
施
行
規
則
第
五
条
第

一
項
の
表
備
考
第
一
号
に
掲
げ
る
地
理
歴
史
の
教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関

す
る
科
目
の
う
ち
一
以
上
の
科
目
に
つ
い
て
一
単
位
以
上
を
、
公
民
の
教
科
に
つ
い

て
の
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
同
号
に
掲
げ
る
公
民
の
教
科
に

関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
の
う
ち
一
以
上
の
科
目
に
つ
い
て
一
単
位
以

上
を
、
情
報
の
教
科
に
つ
い
て
の
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
同
号

に
掲
げ
る
情
報
の
教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
（
情
報
社
会
（
職
業

に
関
す
る
内
容
を
含
む
。
）・
情
報
倫
理
及
び
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
情
報
処
理
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
以
上
を
、
工
業
の
教
科
に
つ
い
て
の
免
許
状
の
授
与
を

受
け
る
場
合
で
あ
つ
て
在
職
年
数
が
一
年
の
と
き
は
同
号
に
掲
げ
る
工
業
の
教
科

に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
二
単
位
以
上
を
、
在
職

年
数
が
二
年
の
と
き
は
当
該
科
目
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
二
単
位
を
修
得
す
る
も
の

と
す
る
。 

    
 

論
及
び

方
法 

る
基
礎

的
な
知

識
を
含

む
。
）
の

理
論
及

び
方
法 

ア
教
育

の
理
論

及
び
方

法 

略 
 

 
 

 

備
考 一 

略 

二 

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
地
理
歴
史
の
教
科
に
つ

い
て
の
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
免
許
法
施
行
規
則
第
五
条
第

一
項
の
表
備
考
第
一
号
に
掲
げ
る
地
理
歴
史
の
教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関

す
る
科
目
の
う
ち
一
以
上
の
科
目
に
つ
い
て
一
単
位
以
上
を
、
公
民
の
教
科
に
つ
い

て
の
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
同
号
に
掲
げ
る
公
民
の
教
科
に

関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
の
う
ち
一
以
上
の
科
目
に
つ
い
て
一
単
位
以

上
を
、
情
報
の
教
科
に
つ
い
て
の
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
で
あ
つ
て
在
職
年

数
が
一
年
の
と
き
は
同
号
に
掲
げ
る
情
報
の
教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す

る
科
目
（
情
報
社
会
・
情
報
倫
理
及
び
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
情
報
処
理
（
実
習
を
含
む
。
）

を
除
く
。
）
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
以
上
を
、
在
職
年
数
が
二
年
の
と
き
は
当

該
科
目
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
を
、
工
業
の
教
科
に
つ
い
て
の
免
許
状
の
授
与

を
受
け
る
場
合
で
あ
つ
て
在
職
年
数
が
一
年
の
と
き
は
同
号
に
掲
げ
る
工
業
の
教

科
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
科
目
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
二
単
位
以
上
を
、
在

職
年
数
が
二
年
の
と
き
は
当
該
科
目
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
二
単
位
を
、
家
庭
の
教
科

に
つ
い
て
の
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
住
居
学
（
製
図
を
含

む
。
）
、
保
育
学
（
実
習
及
び
家
庭
看
護
を
含
む
。
）
及
び
家
庭
電
気
・
家
庭
機
械
・

情
報
処
理
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
以
上
を
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。 
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新

 

 様
式

第
1
5
（
第
1
8
条
関
係

）
 

（ 学 校 ・ 養 護 ） （ 自 立 教 科 等 ） 助 教 諭 臨 時 免 許 状  

 

    本 籍 地  

    氏  名  

     年  月  日 生  

 

 右 の 者 に （ 教 育 職 員 免 許 法 ・ 教 育 職 員 免 許 法 施 行 法 ） 第  条 の 定

め る と こ ろ に よ り （ 左 記 の 教 科 ・ 領 域 に つ い て ） （ 学 校 ・ 養 護 ） （ 自

立 教 科 等 ） 助 教 諭 臨 時 免 許 状 を 授 与 す る 。  

 

   （ 記 ）  

 

 

  年  月  日            愛 知 県 教 育 委 員 会  印  

 

 番 号  

 

 （ 根 拠 規 定 ）  

 

 

 （ 基 礎 資 格 ）  

 

 

 （ 教 育 機 関 名 ）  

 

 

 （ 卒 業 又 は 修 了 の 年 月 日 ）  

 

 

 こ の 免 許 状 は 、 教 育 職 員 免 許 法 第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 授 与

し た 日 か ら 三 年 間 愛 知 県 に お い て 効 力 を 有 す る 。  

 

 備   考  

 
備

考
 

用
紙
の

大
き
さ

は
、

日
本
産

業
規
格

Ａ
４

と
す
る

。
 

 

旧
 

 様
式

第
1
5
（
第

18
条
関

係
）

 

（ 学 校 ・ 養 護 ） （ 自 立 教 科 等 ） 助 教 諭 臨 時 免 許 状  

 

    本 籍 地  

    氏  名  

     年  月  日 生  

 

 右 の 者 に （ 教 育 職 員 免 許 法 ・ 教 育 職 員 免 許 法 施 行 法 ） 第  条 の 定

め る と こ ろ に よ り （ 左 記 の 教 科 に つ い て ） （ 学 校 ・ 養 護 ） （ 自 立 教 科

等 ） 助 教 諭 臨 時 免 許 状 を 授 与 す る 。  

 

   （ 記 ）  

 

 

  年  月  日            愛 知 県 教 育 委 員 会  印  

 

 番 号  

 

 （ 根 拠 規 定 ）  

 

 

 （ 基 礎 資 格 ）  

 

 

 （ 教 育 機 関 名 ）  

 

 

 （ 卒 業 又 は 修 了 の 年 月 日 ）  

 

 

 こ の 免 許 状 は 、 教 育 職 員 免 許 法 第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 授 与

し た 日 か ら 三 年 間 愛 知 県 に お い て 効 力 を 有 す る 。  

 

 備   考  

 
備

考
 

用
紙

の
大
き

さ
は
、

日
本
産

業
規

格
Ａ
４

と
す
る

。
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